
　このたび発生いたしました台風15号では、千葉県はもとより富里市にも甚大な被害をもたらしております。ここで、被災されました皆さまに心よ

りお見舞いを申し上げます。また停電においては、市民の皆さまのご心労は絶えなかったものと存じます。

　本市では、富里市地域防災計画に準じ、台風接近予測から早期に第2配備体制を整え、その後災害警戒本部さらには災害対策本部へと移行し、職員

一丸となり、全力で対応を行っております。　

　この間に、自衛隊に対する災害派遣を要請するとともに、東京電力を本部に配置し、災害対応支援として、経済産業省、国土交通省、茨城県庁、千

葉県庁の皆さまにも対応いただき、また、民間企業や様々な方々のご支援をいただいてまいりましたことに、心から感謝申し上げます。

　今後も引き続き、関係機関並びに関係者の皆さまのご協力をいただきながら、一日も早い復旧に向け全庁体制で取り組んでまいりますので、何とぞ、

よろしくお願いいたします。 富里市長　五十嵐博文

市の人口●（令和元年８月 31 日現在）

　　　　　　５０，１４２人（ 前月比　－ 22）
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台風15号により被害を受けられた皆さまへ

被災された皆さまへのお知らせ

台風 15 号により被害を受けた人に、「り災証明書」、「り災届出証明書」を発行

しています。各証明書は、台風 15 号による被害が発生した９月８日～９日時点

で被災物件を所有していた人（法人含む）、または被災物件に居住していた人（法

人は含まない）に発行されます。手数料は無料です。

り災証明書とは

　証明の対象は、被害程度を判定できる「住宅」です。

　市が住宅の被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度

　を判定し、発行する証明書で、各支援などの基準になります。

り災届出証明書とは

　証明の対象は、住家のほか、住家に付随する物置・倉庫などの家屋、家財道

　具なども含まれます。市に対して被害の届出がなされたことを証明するもの

　で、提出された被害状況がわかる写真により、確認します。

■申請できる人

　○り災した本人　○同居の親族

　※上記以外の人が申請するときは、委任状（任意様式）が必要です。

■持ち物　

　○り災証明交付申請書または、り災届出書

　　（窓口で記入または市公式ホームページからダウンロード）

　○被害状況が分かる写真（パソコンからプリントしたもので可）　

　○印鑑（認印）　○本人確認資料（運転免許証など）

■受付時間　8：30 ～ 17：15　（土・日曜日、祝日を除く）

■注意事項　

　り災証明書は、被害状況が分かる写真がない場合には、復旧後の証明はできません。

り災証明書・り災届出証明書

問・申請先　課税課　 （93）0444

一般廃棄物の受け入れ

台風 15 号で被害を受けた人の一般廃棄物の受け入れをします。

代理人が搬入することはできませんので、必ず被害を受けた本人が搬入してく

ださい。台風の影響で発生した一般廃棄物に限り手数料は免除となります。

なお、富里市外で発生した廃棄物は受け入れできません。

■受付時間　（日曜日、祝日を除く）

　平日：8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00　

　土曜日：8：30 ～ 12：00　

■提示が必要なもの

　○り災証明書または、り災届出証明書

■受け入れできないもの

　○農業用ハウスのビニールとパイプ　○農業用の防風・防塵ネット

　○農業用資材　○建築廃材（内装材など）　○消火器

　○危険物（ガスボンベ、油類・薬品などの液状のもの）

　○医療用廃棄物（注射針、インシュリン自己注射用器具など）

　○有害物質や有害物質が含まれるもの（石綿など）

　○自動車、オートバイ（部品を含む）

■搬入時のお願い

　搬入するときは、できる限り分別をお願いします。

　通常のごみ収集と同じく、可燃ごみ・不燃ごみ・ガラスビン・ペットボトル

　などに分別をお願いします。

　粗大ごみは以下のように分別をお願いします。

　○金属類　○木材類（ネジなどの金属類はできる限り取り外してください。）

　○プラスチック類　○繊維類（ふとん、衣類など）

問 クリーンセンター　 （93）4529

現時点では国・県の助成制度について決定していませんが、今後、助成制度が実施された場合に必要と考えられる資料などの準備をお願いします。

詳しくは問い合わせてください。

■必要資料など

　○施設・農作物の被害状況写真（可能な限り撮影日入り）※施設の全体、１棟ごとの写真、施設詳細（換気・スジカイなど）

　○施設・農作物の作業日報（撤去や修繕、農作物の被害状況）

■その他　被災した施設が、過去に補助を受けて設置や修繕をしている場合は、後日、被災状況の確認を行います。

農業用ビニール等資材の処分について

　○農業用ビニールについては、冬（来年1月下旬予定）の廃プラスチック回収で対応をお願いします。

　○ハウスのパイプや、その他の農業用資材については、クリーンセンターでの受け入れができませんので、各自処理をお願いします。

被災された農家の皆さまへ
問 農政課　 （93）4943
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